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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

日本農林ヘリコプター株式会社所属ヒューズ式２６９Ｃ型ＪＡ７５７３（回転翼航 

空機）は、平成元年７月２１日、茨城県笠間市大郷戸で薬剤散布飛行を行っていたが、 

０５時２８分ごろ、高圧送電線に衝突して墜落した。

同機には、機長のみが搭乗していたが、死亡した。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成元年７月２１日、運輸大臣から事故発生の通報を受 

け、当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。



1.2.2　調査の実施時期

平成元年７月２１日～２２日 現場調査

平成元年８月２日 残がい調査

平成元年１１月２０日～２１日 現場調査

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ７５７３は、平成元年７月２１日、茨城県笠間市内の水田約１１９ヘクタール 

の薬剤散布を、２０回の飛行により行う予定であった。

同機は、当日０４時４８分ごろ、機長及び現地農業共済組合の関係者が搭乗し、同 

市箱田の場外離着陸場（以下「ヘリポート」という。）を離陸して、約１１分間の確認調査 

飛行を行った後、０５時０１分ごろから、機長のみが搭乗し散布飛行を２回（約７分 

間及び約１０分間）行った。同機は、０５時２２分ごろ、３回目の散布飛行のためヘ 

リポートを離陸し、ヘリポートの南西約３キロメートルの同市大郷戸の水田で散布飛 

行中、大郷戸４４６番地の水田上空約３５メートルの東西に張られた高圧送電線に衝 

突し、約２５メートル南側の休耕田（大郷戸４４７番地）に墜落した（付図１参照）。

目撃者によれば、

事故直前の同機は、事故現場の北側の水田を、対地高度約１５メートルで薬剤 

散布を行い、更に、南に向かって谷間の水田上空を飛行中、急上昇して高圧送電 

線に衝突し、スパークの火花が散るとともに「バチバチ」という音が聞こえて、真 

っ逆さまに墜落した。

とのことである。

事故現場は、南側及び両側を高さ３０～４０メートルの山に囲まれた幅約４０～６ 

０メートルのごく狭あいな谷間であり（写真１参照）、また、高圧送電線を架線してい

る２基の鉄塔は、両側の山に約１４０メートルの間隔で設置されているが、 両鉄塔の

下部は樹木に囲まれていた（付図２及び写真２参照）。

事故発生時刻は、０５時２８分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

機長が死亡した。



２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

大破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

胴体 破損 

テール・ブーム 折損

テール・ロータ・ドライブシャフト 折損 

メイン・ロータ・マスト 折損 

メイン・ロータ・ブレード 破損

注：機体の数か所に、高圧電流によるアーク痕及び焦げ跡があった。

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

直径１０．５ミリメートルの裸硬銅撚線の高圧送電線６本のうち、５本が切断され、 

１本が損傷を受けた。

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ６０歳

事業用操縦士技能証明書 第６１３９号 昭和５１年１月１４日

限定事項

回転翼航空機 陸上単発ピストン機 昭和５１年１月１４日

第一種航空身体検査証明書 第１２２２００１０号

有効期限 平成２年２月２３日

総飛行時間 ９，３１３時間２４分

同型式機による飛行時間 １，４３０時間０４分

最近３０日間の飛行時間 ３１時間２２分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 ヒューズ式２６９Ｃ型

製造番号 １１４０３７８

製造年月日 昭和５０年２月３日



耐空証明書 第東６３－４５７号

有効期限 平成元年１０月１３日

総飛行時間 ２，１２３時間０４分

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は１，６５６ポンド、重心位置は１００．３インチと推算さ 

れ、いずれも許容範囲（最大離陸重量２，０５０ポンド、重心範囲９５．０～１０１．０ 

インチ）内にあったものと認められる。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はＷ１００で、いずれも規格品で 

あった。

２．７　気象に関する情報

事故当時、現場の北東約３キロメートルの位置にあるヘリポートで待機していた同 

機の整備士によれば、当時の天気は曇りで、風はほぼ無風状態であったとのことであ 

る。

事故現場の南東約２．５キロメートルの位置にある水戸地方気象台笠間地域気象観 

測所における０５時００分の気象観測値は、次のとおりである。

０５時００分 風 北東 １メートル／秒、気温２１．４度Ｃ

また、事故現場の東約２０キロメートルの位置にある水戸地方気象台における０６ 

時００分の気象観測値は、次のとおりである。

天気 薄曇り、風 北北西 ０．４メートル／秒、気温２０．４度Ｃ

２．８　その他必要な事項

2.8.1　機長が所持していた地図（写真３参照）によれば、散布区域は送電線の手前 

までになっており、一方、現場に設置された散布境界線を示す白旗（付図１参照）に

よれば、 散布区域は送電線直下の水田を含んだものであった。

2.8.2　当時、事故現場の送電線直下には、危険標識として２本の黄色の旗が立てら 

れていたが、この方法は、現地の農業共済組合が旗立て作業を行う者に配布した「 

農薬空中散布標識の立て方」（社団法人農林水産航空協会及び全国農林水産航空事業



実施団体連絡協議会発行の「安全対策の手引」に準じて、茨城県及び社団法人茨城県 

植物防疫協会が作成したもの）に示された危険標識の設置方法（付図３参照）とは異 

なっていた。

2.8.3　複数の関係者によれば、機長は、事故の前々日（７月１９日）、現地の市役所及 

び電力会社並びに農業共済組合の関係者と当該薬剤散布作業について協議を行い、 

また前日（７月２０日）午前１０時ごろから約１時間、市役所及び農業共済組合関係 

者とともに、乗用車による現地確認調査を行い、その際、約３００メートル北の道 

路から現場方向を観察していたとのことである。また、農業共済組合関係者が同乗 

して、確認調査飛行を行った際には、機長は、当該高圧送電線に沿って飛行しなが 

ら、同送電線を確認していたとのことである。

2.8.4　現場付近の日の出は０４時３６分ごろであった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　ＪＡ７５７３は、有効な耐空証明を有し、所定の整備及び点検が実施されて 

いた。

3.1.3　同機は、調査結果から、事故発生まで異常はなかったものと推定される。

3.1.4　事故当時の気象は、事故発生に関連はなかったものと推定される。

3.1.5　目撃者が、同機は、急上昇して高圧送電線に衝突したと述べていることから、 

同機の高圧送電線への衝突は、折り返しのための上昇中であったものと考えられる。

3.1.6　同機は、機長が気付かないまま、あるいは気付いたものの回避する余裕もな



く高圧送電線に接近し、衝突したものと推定される。

3.1.7　現場付近は、両側を山に囲まれた狭あいな谷間であり、散布飛行を行ううえ 

で条件が厳しい地形であるうえに、送電線鉄塔が樹木のため見えにくいこと及び2. 

8.1～2.8.3項に記した状況が、機長が高圧送電線に気付かなかったことに関与して 

いる可能性が考えられる。

４　原因

本事故は、機長が気付かないまま、あるいは気付いたものの回避する余裕もなく高 

圧送電線に接近し、衝突したことによるものと推定される。



付図１　現場見取り図及び推定飛行経路



付図２　送電線切断現場断面図



付図３　旗立て作業を行う者に
配布された説明書



写真１　現場付近

写真２　送電線鉄塔



写
真
３
　
機
長
が
所
持
し
て
い
た

 

散
布
区
域
図


